
令和元年度千葉県学校体育研究大会 
 

１ 大会主題  『主体的・対話的で深い学びの実現に向けた体育学習の展開』 
２ 期  日   令和元年１１月８日（金） 
３ 会  場 
（１）全体会             大網白里アリーナ   

（２）分科会  小 学 校 大網白里市立白里小学校                  

中 学 校 大網白里市立大網中学校   

        高等学校 千葉県立大網高等学校  

 
４ 内  容 
（１）講演 
    演 題 「学習指導要領改訂の趣旨を踏まえたこれからの体育指導」  

～主体的・対話的で深い学びの実現に向けて～ 

    講 師  流通経済大学 スポーツ健康科学部 

  教授  柴田 一浩 先生 

  
（２）公開授業 
分科会 指 導 者 展 開 単 元 名 

小学校 
時計 穂波 教諭 

 
２年２組 

 
器械・器具を使っての運動遊び 
「鉄棒を使った運動遊び」 

椎名 直也 教諭 ６年１組 器械運動「マット運動」 

中学校 
髙橋  翔 教諭 ３年Ｄ・Ｅ組男子 球技「ハンドボール」 
北田 昌之 教諭 ２年Ａ・Ｂ組男子 球技「バレーボール」 

高等学校 
功刀 敬士 教諭 ２年Ｅ組 武道「柔道」 

  久間 浩史 教諭 ３年Ｅ・Ｆ組男子 球技「バスケットボール」 
 
（３）研究発表及び研究協議 
分科会 研 究 主 題 発 表 者 司 会 者 助 言 者 

 
小学校 

 

主体的に学びに向かい、「声と

汗」があふれる体育学習に取

り組む児童の育成 
～深い学びの実現を 

目指して～ 

大網白里市立 
白里小学校 
教諭  
工藤 恵多 

横芝光町立 
東陽小学校 
教諭  

   行木 裕透 

千葉県教育庁 
南房総教育事務所 
指導主事  
小谷 佳範 

 
中学校 

 
 

課題解決に向けて主体的に活

動できる生徒の育成 
～グループ学習による教え合

い・助け合いを通して～ 

大網白里市立 
大網中学校 
教諭  
齋藤 健吾 

東金市立 
東金中学校 
教諭  
遠藤  隼 

千葉県教育庁 
北総教育事務所 
指導主事  
宗政 隆雄 

 
高等学校 

生涯にわたって継続して運動

に親しむ態度の育成を目指し

て 
 

千葉県立 
大網高等学校 
教諭  
大森 淳一 
中村  朗 

千葉県立 
成東高等学校 
教諭  
渡邉 祐司 

千葉県立 
市川南高等学校 
教頭   
前田 啓一 



（４）参加者 
○県内小・中・高等学校・特別支援学校等教員 
○県教育庁教育事務所保健体育担当指導主事 
○市町村教育委員会学校体育担当者 

 
５ 講演 

演題 「学習指導要領改訂の趣旨を踏まえたこれからの体育指導」 
     ～主体的・対話的で深い学びの実現に向けて～ 
講師   流通経済大学 教授 柴田 一浩 先生 
 

（１）今回の改訂でどう変わったのか 
   －「内容」及び「内容の取扱い」の改善点 － 
 
①これまでの体育・保健体育の成果 

これまでの体育・保健体育の成果として以下の４点が挙げられている。 
○運動やスポーツが好きな児童生徒の割合が高まったこと。   
○体力の低下傾向に歯止めがかかったこと。 
○「する、みる、支える」のスポーツとの多様な関わりの必要性や公正、責任、健康・安全等、 
態度の内容が身に付いていること。  

○子供たちの健康の大切さへの認識や健康・安全に関する基礎的な内容が身に付いていること。 
②これまでの課題 

    これまでの体育・保健体育の課題として以下の４点が挙げられている。 
○習得した知識や技能を活用して課題解決することや、学習したことを相手に分かりやすく伝える

こと。 
     ○運動する子供とそうでない子供の二極化傾向がみられること。 
     ○体力水準が高かった昭和６０年頃と比較すると、依然として低い状況にあること。 
     ○健康課題を発見し、主体的に課題解決に取り組む学習が不十分であり、社会の変化に伴う新たな

健康課題に対応した教育が必要であること。 
  ③指導内容の系統性を踏まえた指導内容の充実 
   ＜表記の変更点＞ 
     ○小学校１・２年生の「体つくり運動」を「体つくりの運動遊び」に変更し、すべての領域の表記

を「○○遊び」で統一した。 
     ○小学校３・４年生、５・６年生の「水泳」を「水泳運動」に変更した。 
     ○中学校３年～高等学校の時期について、「卒業後に少なくとも１つの運動やスポーツを継続するこ

とができるようにする時期」から「運動やスポーツに多様な形で関わることができるようにする

時期」に変更し、「する、みる、支える」という点から運動やスポーツに関われることを目指した。 
④学習指導要領解説の記述についての変更点（小学校） 

    全ての運動領域に「運動が苦手な児童への配慮例」（知識及び技能）、「運動に意欲的でない児童への配

慮例」（学びに向かう力、人間性等）を記載。※「共生」の視点から 
    ※中学校・高等学校の解説には記載はないが、小学校の解説を参考にすることとした。 
     



⑤学習指導要領解説の記述についての変更点（中学校）※高等学校も同じ 
ア これまで（現行学習指導要領）の反省から 

「技能」の整理に時間を割いてきたため、「態度」、「知識、思考・判断」の観点の指導が不十分で 
あった。 

 
      指導内容の一層の明確化を図るために例示を全ての指導内容で示した。 
       ○例示していることをどのように指導していくか？すべての内容について示している。 
       ○評価は例示を手掛かりに行う。 

イ それぞれの観点の例示の扱い方について 
     各領域に示されている例については、１つの単元で全てを指導するのではなく、例えば、中学

校第１学年及び第２学年では、２年間を見通し、それぞれの単元に応じて取り上げ、結果的に

すべてを網羅できるようにする。 
⑥学習指導要領解説の記述についての変更点（高等学校） 

学び直しの充実を図るために、入学年次とその次の年次以降の学習のねらいや内容を具体的に示した。 
  ※現行学習指導要領では、「その次の年次以降」の「内容」のみを記述していたが、今回の改訂では、 

「入学年次」（中学校３年生と同じ）の「内容」を点線、「その次の年次以降」の「内容」を実線

で囲んで記述することとした。 
⑦領域ごとの内容について 
体つくり運動（小学校は体つくり運動系） 
 ＜小学校＞ 
  ○幼→小の接続を考え、児童にとって楽しい運動遊びであるよう「遊び」で統一した。 
  ○体ほぐしの運動のねらいは、これまで「気付き」「調整」「交流」とされていたが、「調整」につい

ては、学校現場では、ねらいが分かりづらかったり、運動した結果として自然と体の調子を整え

ることができていたりすることから、「気付き」「交流」のねらいが記載された。「調整」は、なく

なったのではなく、含まれているという考え方である。 
  ○５・６年生の「体力を高める運動」が「体の動きを高める運動」に変更された。４年生までの「多

様な動きをつくる運動（遊び）」で経験したり学習したりした体の動きを、効率よく組み合わせた

り、バランスよく組み合わせたりして、総合的に体の動きを高め、調和のとれた体力の向上が意

図されている。その際、児童が自己の体力の向上を体の基本的な動きを高めることと捉えること

ができるようにし、中学校との接続を考慮することが大切である。 
    ※トレーニングや体力の数値の向上が目的ではない！   トレーニング型からの脱却  
      現行学習指導要領の「体力を高める運動」により、サーキットやウエイトトレーニングを

すればよいという誤った認識をもたれてしまった。 
＜中・高等学校＞ 

  ○中学校１・２年生の「体力を高める運動」が「体の動きを高める運動」に変更された。 
  ○中学校３年生及び高等学校入学年次において、健康や体力の状況に応じて体力を高める必要性を

認識させ、学校の教育活動全体や実生活に生かすことができるようにするということから、「実生

活に生かす運動の計画」と表記することとした。 
  ○高等学校入学年次の次の年次以降において、健康や体力の状況に応じて体力を高める方法を身に

付けさせ、地域などの実生活で生かすことができるようにするということから、「実生活に生かす

運動の計画」と表記することとした。 



器械運動（小学校は器械運動系） 
 ＜小学校＞ 
  ○中学校との接続を考慮し、技の系統的な指導が行われるよう、中学校に合わせて技の分類を明示

した。 
※３・４年生→マット運動「回転系と巧技系の基本的な技」 鉄棒運動 「支持系の基本的な技」 

    ５・６年生→マット運動「回転系と巧技系の基本的な技やその発展技」 
鉄棒運動 「支持系の基本的な技やその発展技」 
跳び箱運動「切り返し系や回転系の基本的な技やその発展技」 

＜中・高等学校＞ 
  ○大きな変更点はなく、従前どおり 
陸上競技（小学校は陸上運動系） 
 ＜小学校＞ 
  ○３・４年生において、「バトンの受け渡し」、５・６年生において、「滑らかなバトンの受渡し」が 
   追記された。 

※これまで、実際の指導現場では、バトンの受渡しの指導が行われていたが、現行の指導要領

にはバトンについての指導内容の記述がなかったため。 
  ○全ての学年で、投の運動（遊び）を加えて指導できることが明示された。 
    ※全国体力テストの結果から、体力低下に歯止めはかかったが、投能力は依然低い値を示して

いることによるもの。 
 ＜中・高等学校＞ 
  ○中学校１・２年生において、「バトンの受渡しでタイミングを合わせること」が追記された。 

○中学校３年生及び高等学校入学年次において、「バトンの受渡しで次走者のスピードを十分高め 
ること」が追記された。 

○高等学校入学年次の次の年次以降において、「バトンの受渡しで次走者と前走者の距離を長くす 
ること」が追記された。  ※理由は小学校と同じ。 

水泳（小学校は水泳運動系） 
 ＜小学校＞ 
  ○１・２年生において、これまで「遊び」としていた内容を「運動遊び」に統一した。 
  ○３・４年生、５・６年生において、「水泳」から「水泳運動」とし、他の領域との統一を図った。 
  ○３・４年生において、浮いて進む運動に「初歩的な泳ぎ」を加えた。初歩的な泳ぎとは、呼吸し

ながらのばた足泳ぎやかえる足泳ぎなど、近代泳法の前段階となる泳ぎのことであり、このよう

な泳ぎでは、浮いて呼吸をしながら手や足を使って進むことが大切であり、近代泳法の手や足の

動かし方などの泳法にこだわる必要がない泳ぎである。 
  ○５・６年生において、水難事故防止に役立つように「安全確保につながる運動」を新たに加えた。 
   背浮きや浮き沈みをしながら、タイミングよく呼吸をしたり、手や足を動かしたりして、続けて

長く浮くことができるようにするものであるが、必ず着衣泳をするというわけではない。 
 ＜中・高等学校＞ 
  ○中学校及び高等学校の全ての学年の「知識及び技能」の４泳法の技能において、「手と足」という

文言を「手と足の動き」に変更した。 
  ○中学校３年生及び高等学校入学年次において、「学校や地域の実態に応じて、安全を確保するため

の泳ぎを加えて履修させることができる」という内容を新たに加えた。 



  ○スタート（飛び込み）については、高等学校入学年次の次の年次以降においても原則として水中

からのスタートを取り扱うこととするが、「安全を十分に確保した上で、学校や生徒の実態に応じ

て段階的な指導を行うことができること」とした。 
球技（小学校はボール運動系） 
 ＜小学校＞ 
  ○３・４年生において、陣取り型のゲームが位置付けられた。 
    ※陣取り型のゲームは、全ての学年において、年間指導計画に位置付けなければならない。 
  ○３・４年生において、用具を使ってはじくゲームが示されたが、「片手、両手もしくは用具」と示

されているので、必ず用具を使うゲームを行うわけではない。 
  ○５・６年生において、中学年の内容を受け、高学年でも陣取り型のゲームや用具を使ったネット

型のゲームが例示された。 
  ○５・６年生の内容の取扱いについて、ア ゴール型はバスケットボール及びサッカーを、イ ネ

ット型はソフトバレーボールを、ウ ベースボール型はソフトボールを主として取り扱うものと

するが、これらに替えてハンドボール、タグラグビー、フラッグフットボールなどア、イ及びウ

の型に応じたその他のボール運動を指導することもできるものとした。 
 ＜中・高等学校＞ 
  ○中学校１・２年生、中学校３年生及び高等学校入学年次において、学校や地域の実態に応じて、

タグラグビーなどの運動についても履修させることができるとしているが、原則として、その他

の運動は、内容の取扱いに示された各運動種目に加えて履修させることとし、学校や地域の特別

な事情がある場合には、替えて履修させることもできることとした。 例：釜石市のラグビー 
ダンス（小学校は表現運動系） 

     ○小・中・高等学校ともに、大きな変更点はなく、従前どおり。 
武道（中・高等学校） 

     ○中学校１・２年生において、「簡単な攻防」が加えられた。 
※「けがの防止」の観点から、基本動作と基本となる技の習得のみの指導が広く行われている

が、１対１で攻防することで武道の楽しさを味わわせたいという考えから加えられた。 
  ○中・高等学校ともに、学校や地域の実態に応じて、従前から示されているなぎなたに加えて、空

手道、弓道、合気道、少林寺拳法、銃剣道などについても履修させることができることとした。 
体育理論（中・高等学校） 
  ○中学校、高等学校において系統立てて指導していくことが大切。 
 

（２）どのように学ぶか 
 －主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視点からの授業改善 － 

①「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進（アクティブ・ラーニング） 
  ＜留意点＞ 

○全く異なる指導方法を導入しなければならないと捉える必要はない。 
○授業の方法や技術の改善のみを意図するものではない。 
 ※学習カード、グループ活動を取り入れただけで満足してはいけない。学習カードやグループ活動を 

通して、子供たちにどんな力を身に付けさせるのか？が重要。 
○通常行われている学習活動の質を向上させる。 
 



○１回１回の授業で全ての学びが実現されるものではなく、単元や題材など内容や時間のまとまりの中 
で、学習を見通し振り返る場面をどこに設定するか、グループなどで対話する場面をどこに設定する 
か、児童生徒が考える場面と教員が教える場面をどのように組み立てるかを考え、実現を図っていく。

→カリキュラムマネジメントの視点 
○深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせる。 
※「見方・考え方」は、目標に示されている内容と理解してよい。 

○基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には、その確実な習得を図ることを重視する。

※習得している知識・技能がなければ活用はできない。→ 習得を重視！ 
②体つくり運動の内容変更の背景 
○体ほぐしの運動は、「手軽な運動を通して、心身の状態に気づく活動」「手軽な運動で、仲間と積極的 
に関わり合う活動」を目指していく。 

○体の動きを高める運動は、トレーニングや導入での補強運動ではなく、「単元として扱い、体を動かし 
ながら運動の計画を立てる学習を行う」ことが重要。 

③体の動きを高める運動の実践例 
○縄跳びを利用するだけでも、さまざまなねらいの運動を行うことができる。 
 ※いつでも どこでも 誰でも 行えるような教材教具の工夫を！ 
○動きの質を高めることが大切         
○サッカー日本代表チーム（育成年代）にさせること  
 ・足の指をグーパーさせる。→指を開いた方が安定する。 
 ・投力を高めるためには、「肩の関節可動域を大きくするような準備運動」をさせてから投げさせると 

よい。→動作を行う前の準備としてのストレッチ（スムーズに行えるようにする）が重要。 
  ・筋肉を高めることよりも、正しい行い方を身に付けさせることに重点を置いている。 

「鍛えるより前に、『整えよ！』 筋より『動作』を鍛えよ！」 
④ＩＣＴの活用について 
 ○思考力、判断力、表現力を高める上でＩＣＴの活用は有効だが、活用を強要する必要はない。 
  ※子供たちが見たいと思ったときに提供できるのが一番良い！ 
 ○ＩＣＴ活用の際には、子供に見る視点をはっきりわからせることが重要。 

  ⑤校種の接続と体系化 
   ○例：球技【バレーボール】 

 バレーボールという種目を教えるのではなく、バレーボールという教材で、それぞれの学年で示され

ている内容をどのように教えていくか？が重要。 
  ⑥体系化したゲーム 
   ○小１・２年「簡単な規則で行うゲーム」、小３・４年「やさしいゲーム」、小５・６年「簡易化された 

ゲーム、中１・２年「工夫したゲーム」とされているが、教材を通して何を身に付けさせるためのゲ 
ームなのかを明らかにすることが重要。 

  ⑦武道領域の具体的な改善 
   ○技の基本練習と試合をつなぐ 

 ・「技の基本練習」と「相手と攻防する試合」とのあいだをつなぐ大きな鍵は、攻防の判断 
 ・「相手が動いたとき」「自分の攻めによって相手が防御の動きを見せたとき」の２つを重視した試合 
 

攻めと守りを分離した試合  ※球技のように「制限を工夫した試合」を取り入れる。 



○相手の動きを予測・判断しやすくするための教材づくりの視点（剣道を例に） 
 ・打突部位を制限                     
   ※「面」と「胴」、「面」と「胴」及び「小手」 など    これらの実践を通して、他の領域 
 ・攻め方（しかけ）と防ぎ方（応じ）を分けての学習      で活躍できない生徒でも１対１の 
   ※攻めに対して防御のみ、攻めに対して反撃あり など    攻防をする中で、活躍できる場面  
 ・攻撃及び防御回数を制限                  があった。→１対１の価値 
 
  ☆学習したことで身に付けた技をどのように使うのか？ →→→ 活 用 

※用具や場の工夫が不可欠！ 
○「武道は、話合い活動が難しいのでは？」と言われているが、用具や場の工夫によって話合い活動が 
可能となる。 

○段階的に子供たちにねらいを明確にして指導していけば、「主体的・対話的で深い学び」につながると 
思われる。 

 
（３）思考力、判断力、表現力等を高めるためには 

①思考力、判断力、表現力等を高める学習指導の工夫 （愛媛大学日野克博先生資料より） 
 ○子供が思考・判断・表現する時間を確保するが、「体育＝身体活動を伴った運動学習が中心である」こ 

とを抑えておく必要がある。 
    ・運動学習を疎かにしないように注意しながら、「自己やチームの課題の解決に向けて話し合ったり」 

「学習カードに記述しながら授業を振り返ったり」、「課題の共有や学習の成果を発表し合う活動」

を確保できるような工夫が必要。 
      ※話し合う内容に関する情報や基礎的・基本的な運動の知識が子供たちに蓄積されていなければ、 
       話合い活動は活性化しない。  

 ○知識及び技能との関連 
  「できてわかる」「わかってできる」が理想。 

※わからなければ（偶然できても）繰り返しできるようにはならない。 
   ※具体的な目標を達成させるために指導内容を精選し試行錯誤することが大切。 
     例）バレーボールのトスの高さの目標を具体的に理解させるためにステージの上に人を立た

せてキャッチさせるという実践例がある。 
○思考力、判断力、表現力を引き出す発問 

  ・回顧的発問 
   「今日の練習のねらいは何だった？」 
    ※即答できたり、「はい」「いいえ」で回答できる。 

→これまで学んだことの復習や理解度を確認する。 
    ・分析的発問 
     「何を意識すれば、もっとシュートが入るようになるだろう？」 
      ※どうすればいいかを考えさせる。 
       →単に回答させるだけでなく、その理由や根拠を説明させることで、思考を深めさせる。 
        子供の回答に対して、「なんで？」「どうして？」を問い返すようにする。 

     子供の声に「なるほど」と返すことで、自己肯定感が生まれる。 
 



 
・創造的発問 

  「残り３分で３点差ある場合、どのように攻撃すればいい？」 
   ※これまで経験した状況や場面において、どうすればいいかを考えさせる。 
    →子供たちの創造性を高めるために様々な異なった考えを引き出す。 
     つまずきを解決させるための手立てを準備しておく必要がある。  
 ・価値的発問 
  「仲間がミスをしたときに、どんな声をかければいい？」 
   ※具体的な状況場面でどのような態度や行動をとればいいかを考えさせる。 
    →子供の意見や判断を求める。 
     学習したことを他の場面でも生かせるような価値のある発問をするようにする。 
☆他の教科と違い、保健体育科では、学びに向かう力、人間性等も学習内容に明記している。 

 ・４つの発問を、それぞれの目的や場面に応じて使い分ける 
    →学習の効果を高める 
 ・あらかじめ補助発問を用意しておくことも大切だが、子供の発する「なぜ」「どうして」にも着目す

ることが大切 
 →子供から多くの問いが生まれること＝その学習に興味・関心をもっている証拠 

 
       発問を通して、子供が「なぜ」を探求し論理的に考える 
         →思考力、判断力、表現力等の育成  

  ②思考の方法とことば 
   ・新潟大学教育学部附属新潟小学校の資料を参考にしていただきたい。 
 
（４）カリキュラム・マネジメント（体育科内）について 
  小学校第３・４学年「ゲーム」のゴール型ゲームの例  
   ・児童の実態に応じた指導がより適切に行われるよう、内容の取扱いに偏りがない限り、低・中・高学 

年の三区分ごとの複数学年の中で弾力的な扱い方を工夫することが大切である。 
   ・したがって、年間指導計画の作成に際しては、二つの学年を一つの単位として、その中で各運動種目 

の単元構成や年間配当、時間配当を工夫していくことが考えられる。 
～小学校学習指導要領(H29 告示)解説 体育編より～ 

 
    

学校や子供の実態に応じて、６年間（小学校）、３年間（中学校、高等学校）の見通しをもち、２年間の 
   まとまりでの指導計画をたてることが重要。 


